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令和６年度事業計画 

Ⅰ 基本方針 

 

アフターコロナ時代と人材不足 

アフターコロナの時代において、企業は人材不足に対処しながら、柔軟性と創造性を重視した働き方の

構築に注力しています。テクノロジーの進化が加速し、リモートワークやデジタルツールが普及する中で、

新しい労働環境が求められています。同時に、人的なコミュニケーションや労働条件の改善も不可欠であ

り、持続可能な雇用関係の構築が喫緊の課題となっています。このような時代背景のもとシルバー人材セ

ンターとして、どのような形で社会貢献できるのか模索していく必要があります。 

 

デジタル化の促進 

インターネットやスマホ・パソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる

格差が生じています。この格差を埋めるべく特にデジタルにあまり明るくないシニア層をフォローする動

きが国を中心に行われています。当センターにおいても実施事業のデジタル化をデジタル支援員が中心と

なり順次進めていく予定です。令和６年度は専用アプリを利用し会員への情報発信のデジタル化などを実

施いたします。 

 

フリーランス新法と契約方法の見直し 

令和６年秋にフリーランス法の施行が予定されています。この法律が施行されると請負・委任契約によ

り就業する会員の方々はフリーランス法の適用対象となります。よって当該法律が施行されますと発注事

業者であるセンターには遵守すべき義務が発生します。一方で全国シルバー人材センター事業協会が推奨

している「契約方法の見直し」というものがあります。これは現在の発注者、会員、センターという三者

間の契約関係を見直すという内容です。センターは秋までに「フリーランス法」と「契約方法の見直し」

のどちらを選択するのか判断する必要があります。 

 

シニアの居場所提供 

先進的なセンターの実施事業に共通している点は「シニアの居場所提供」です。サロンやクラブ活動、

独自事業を通してシニアのための居場所を巧みに提供しています。それにより新入会員の増加と通常仕事

が無くなってしまうと退会してしまう流れを食い止め会員増加につなげています。 

当センターでは、これまでに実施してきた独自事業やクラブ活動、各種セミナーや講習会を通して、会

員増加を狙います。 

 

安全就業への取組 

現在実施していて効果が高い事前告知なしの抜き打ちで行う安全パトロールを高い頻度で行います。高

齢者特有の自身の能力を過信した事故が今後も起こらないよう安全適正就業委員会が中心となり事故防止

対策に努めます。 

 

以上の基本方針を踏まえ令和６年度当センターは登録会員並びに役職員が一体となり次の事業を実施し

ていきます。 
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Ⅱ 実施事業 

１．就業の機会の確保と組織的提供事業 
２．有料職業紹介事業 
３．知識及び技能の付与を目的とした講習の実施事業 
４．調査研究事業 
５．労働者派遣事業 
６．現役世代雇用サポート事業 
７．安全・適正就業推進事業 
８．個人情報等の漏えい防止と管理体制づくり 
９．センターの活動等について周知を図る事業 
 

Ⅲ  実施事業内容 

    

１． 就業機会の確保と組織的提供事業 

① 就業機会の収集による確保と就業機会の組織的提供 

役職員等が、積極的に就業情報（仕事の受注に関する情報）の収集に努め、就業機会を確保してい

きます。そして確保した就業機会を就業希望会員に提供していきます。 

【財源】受託事業収益、会費収益、補助金、労働者派遣事業等受託収益を財源としています。 

  【対象者】企業、家庭、公共団体等から就業機会を確保し、会員に提供します。 

  【実施（開催）場所】当センター事務所及び発注者施設等で行います。 

  

② 就業機会の自らの創出による確保と就業機会の組織的提供 

会員へより広く就業機会を提供するために、施設管理や除草作業等の一般作業に、特色ある多種類

の独自事業も加えて、会員に多様な就業の機会を提供します。 

ア 「小学生おさらい教室と中学生学習教室」「夏休みふれあい教室」「シルバー文化教室」など、

会員が講師として就業するもの。 

イ 「シルバー朝市」「リユースショップウィンウィン」「刃物研ぎ」「観光ガイド」「ハンドメ

イド販売」等の実施。 

【財源】受託事業収益、独自事業収益、会費収益、補助金、労働者派遣事業等受託収益を財源として

います。 

【対象者】自ら創出した就業機会を会員に提供していきます。 

【実施（開催）場所】当センター事務所周辺敷地内等で行います。 

 

２． 有料職業紹介事業 

企業等から得た求人情報と市内在住のシニア世代及び会員の求職情報をマッチングさせる職業紹介

事業を行います。１．①の事業で得た就業機会のうち、通常の請負又は委任契約によるものではなく、

雇用によることが適切であると判断される仕事について、有料職業紹介によって対応することとしてい

ます。 

【財源】受託事業収入、会費収入、補助金、労働者派遣事業等受託収入を財源としています。 

  【対象者】市内在住のシニア世代及び会員を対象に事業を行います。 

  【実施（開催）場所】当センター施設で実施します。 
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３． 知識及び技能の付与を目的とした講習の実施事業 

① 当センター主催で市内在住のシニア世代及び会員が希望する業務分野の技能を意欲的に習得して、

就業の機会につなげていくことを目的に研修及び講習会の実施をします。 

 令和６年度の実施予定は下記のとおりです。なお、講習会の受講料は無料です。 

項目 回数等 開催予定 募集人数 

草刈機安全講習会（常滑市内） １回 ６年 ５月 ２０人 

剪定安全と実技講習（愛知県植木センター） １回 ６年 ５月 ３人 

安全運転技能講習（知多自動車学校） １回 ６年 ７月 ２０人 

剪定技能安全講習会（湯本館） １回 ７年 １月 ２０人 

② 派遣事業のキャリアアップ講習を実施します。 

【財源】受託事業収入、会費収入、補助金、労働者派遣事業等受託収入を財源としています。 

  【対象者】市内在住のシニア世代及び会員を対象に事業を行います。 

  【実施（開催）場所】当センター事務所等各講座内容に合わせた場所で実施します。 

 

４． 調査研究事業 

就業につながるために先進地の視察や情報収集、発注者に対する満足度調査、会員に対するデジタル

化などサービス内容等の向上等を図る調査研究を行います。必要に応じた調査研究を行い新たな就業分

野への開拓につなげます。 

【対象者】調査に関しては企業、家庭、公共団体、会員等を対象としています。  

【実施（開催）場所】当センター施設及び企業、家庭、公共施設等で実施します。 

 

５． 労働者派遣事業 

 発注者からの指揮命令が発生する等の理由で請負、委任といった形態で実施できない作業について、

労働者派遣の形態で受注し、会員に仕事を提供します。 

 派遣元責任者を配置します。また、派遣事業一連の受注事務について、県連合システムを使用して効

率化を図るとともに派遣事務所の適正な労務管理を行ための職員を配置します。 

【財源】補助金、労働者派遣事業等受託収入を財源としています。 

  【対象者】会員を対象に事業を行います。 

  【実施（開催）場所】企業、公共施設等へ会員派遣を実施しています。 

 

６．現役世代雇用サポート事業 

 人手不足の問題を抱えている公共や民間事業所との派遣契約や委託契約の拡充を図るため、新聞や広

報誌への折込みなどを行います。 

 相談援助を行う職員及びコーディネータの配置や就業状況調査の実施で、未就業会員の就業希望や現

況等の把握に努め、就業促進につなげます。経済や高齢者の労働市場等の動向に係る情報を積極的に収

集します。 

【財源】補助金、労働者派遣事業等受託収益を財源としています。 

  【対象者】人手を必要とする事業所や育児や介護等の分野を展開する事業所 

  【実施（開催）場所】当センター事務所、発注先の企業、事業所等で行います。 
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７. 安全・適正就業推進事業 

 高齢者の事故発生率が高い現状を踏まえ、会員の安全・適正就業、交通事故防止の啓発に特に力点を

置いた講習会を実施します。 

 また労働者派遣事業の安全体制については、派遣労働者が５０人超えの事業所として安全衛生管理者、

産業医等の配置、委員会の定期開催、メンタルヘルスの推進など安全衛生管理体制を整えます。 

【予定】令和６年度取り組み予定は次のとおりです。 

Ⅰ 安全就業推進体制（請負） 実施予定 

１）安全委員会（請負）の開催 ５月、１１月、３月 

２）安全パトロールの実施 ６月、７月、９月、１０月 

３）職種別安全就業基準（作業全般、剪定・除草作業）の遵守 職種別安全就業基準を遵守 

４）安全チェックシート 剪定・草刈機作業、各種車両使用時 

５）「飛び石事故ゼロキャンペーン」参加 ６月～９月 

６）愛知県シルバー人材センター安全適正就業推進大会 ７月 安全委員会委員、安全推進員 

Ⅱ 安全就業推進体制（派遣） 実施予定 

１）安全衛生委員会の開催 毎月開催 

２）安全パトロールの実施 安全衛生管理者は週１回、産業医は月１回 

Ⅲ 安全講習 実施内容 

１）安全就業講習会 

草刈班安全講習会（５月） 

剪定安全実技講習会（５月） 

自動車安全運転技能講習（７月） 

剪定技能安全講習会（７年１月） 

【財源】受託事業収益、会費収益、補助金、労働者派遣事業等受託収益を財源としています。 

  【対象者】会員を対象に事業を行います。 

  【実施（開催）場所】委員会等については当センター施設、パトロールについては企業、家庭、公共

施設等の会員就業場所、特に、植木の剪定、除草作業等屋外作業を発注頂いてい

る各所へ巡回を予定しています。 

 

８．個人情報等の漏えい防止と管理体制づくり 

 個人情報、特定個人情報（マイナンバー等）の管理や取扱いが、ガイドライン・規程に沿って行われ

ているか監督するため、特定個人情報事務取扱責任者を配置します。責任者の監督下において取扱担当

者が適正に情報の管理を行います。イントラネットのデジタルデータ及び書面による個人情報漏えいの

ため、パソコンのＩＤ管理、鍵付きキャビネットの使用等により適正厳重に取り扱います。 

【財源】受託事業収益、補助金、労働者派遣事業等受託収益を財源としています。 

  【対象者】会員、役員、職員を対象にしています。 

  【実施（開催）場所】当センター事務所 

  

９． センターの活動等について周知を図る事業 

 市民等に対するシルバー人材センター事業の情報提供は、会報発刊、市広報誌への掲載、新聞チラシ

折込、ホームページやＳＮＳの活用など多様な媒体により広く周知します。あらゆる機会や場所を活用
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して認知度向上と情報提供を行います。 

【予定】 

情報提供：機関紙「とこなめシルバーふれあいニュース」・令和７年３月（市内回覧） 

事務局通信「ふれあいひろば」・・・・・・・・・・・・・各月全登録会員へ送付 

市広報を活用した宣伝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和６年７月（夏休みふれあい教室） 

令和７年３月（小学生おさらい教室と中学生学習教室） 

新聞折込チラシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和６年４月～令和７年３月 

ポスター掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和６年９月 （事務局掲示、市内公共施設掲示） 

ホームページに事業内容掲載・・・・・・・・・・・・・・令和６年４月～令和７年３月 

シルバー事業拡大のためのＰＲ・・・・・・・・・・・・・令和６年１０月 

SNS、動画配信による PR・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和６年４月～令和７年３月 

 

【財源】受託事業収益、会費収益、補助金、労働者派遣事業等受託収益を財源としています。 

  【対象者】市民を対象にしています。 

  【実施（開催）場所】当センター施設及び企業、家庭、公共施設等で実施しています。 

 

Ⅳ 管理・運営体制 

（１）運営体制の強化 

 事業の適正かつ円滑な運営を図るため、理事会をはじめ各種委員会等の機能充実に向けて次の活動を

行います。 

① 理事会 

   毎月、理事会を開催し、新入会員の承認、センターの運営・事業の執行に関する審議を行い、着実に

年度計画が実施されるよう努めます。 

② 委員会活動 

  安全委員会をはじめ、各種の委員会活動を積極的に行い、諸課題についての見直し、改善の検討を行

います。 

③ 総会 

 公益法人として健全な運営を図るため、役員候補者の選任、前年度事業の報告と決算について承認を

行います。 

④ プレミアム会員制度 

会員の福利厚生面の充実やスキルアップを目的としたプレミアム会員制度を実施します。旅行代金の

助成などを行います。 

⑤ シニアパートナー会員制度 

正会員登録まで至らない方を対象に年会費無料で事務局通信受取り、講習会・セミナー参加可能なシ

ニアパートナー会員制度を実施します。 

（２）財政の健全化 

 受注拡大や会員増による事務量の増加、昨今ますます複雑化・高度化する公益法人の各種手続きや届

出などの事務をスムースに進めるため、必要に応じて短期臨時職員を採用し、効率よく事務を行います。 

収支相償の会計処理に努め、人材育成や地域に還元できる事業を積極的に展開します。 

国の法改正等に合わせ、就業会員が受ける報酬（配分金額）や設定する材料費等について市場の動向

や最低賃金の改定等を勘案しながら、適正な価格設定を実施します。 
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令和６年度（令和６年４月～令和７年３月） 事業実施計画表 

 

 

 行事名 開催月 開催内容 

会議 

・ 

委員会 

定時総会（年１回）  ６月 事業報告、収支決算、役員選任 

理事会（年１２回） 

 ４月 

 ５月 

 ６月 

 ７月 

 ８月 

 ９月 

１０月 

１１月 

１２月 

 １月 

 ２月 

 ３月 

新入会員承認等 

新入会員承認、決算、事業報告等 

新入会員承認、事業執行状況等 

新入会員承認、事業執行状況等 

新入会員承認、事業執行報告等 

新入会員承認、役員職務執行報告等 

新入会員承認、予算編成方針等 

新入会員承認、各種規程の改定等 

新入会員承認、事業執行報告等 

新入会員承認、事業執行報告等 

新入会員承認、予算、事業計画等 

新入会員承認、役員職務執行報告等 

監事監査（年２回） 
 ５月 

１１月 
決算、事業報告、中間決算等 

安全委員会（請負）（年３回） 

 ５月 

１１月 

 ３月 

事業計画 

安全就業パトロール報告等 

事業報告等 

安全衛生委員会（派遣）（毎月） ４月～翌年３月 

事業計画 

派遣現場及び派遣会員健康チェック 

事業報告等 

講習会 安全講習・技能講習（年５回） 

 ５月 

 ５月 

７月 

１２月 

翌年１月 

草刈機安全講習 

剪定安全実技講習 

自動車安全運転技能講習 

剪定果樹講習 

草刈機安全整備講習 

知多 

ブロック 
会議・研修（年４回） 

 ４月  

 ７月 

 ７月 

１２月 

 翌年２月 

局長会議 

会長・局長会議 

職員会議（業務） 

局長会議 

職員会議（庶務） 

その他 

安全・適正就業強化月間  ７月 安全・適正就業推進大会参加 

普及啓発月間 １０月 シルバー事業の PR 

センター間職員研修 １２月 他センターにて職員研修実施 


